
令和８年４月１日より水道料金を12.2％値上げします。

下水道使用料の改定はありません。

水道事業では水道水の安定供給のため施設や管路の整備・維持管理に取り組んでいますが、人口減少等によ
る水道使用量の減少や施設の更新に必要な資材等の価格高騰等により、厳しい経営状況にあります。このたび、
これらの課題に対し、水道事業に係る経営の健全化を図るとともに持続可能な水道事業を構築するため料金改
定を行うこととしました。

2029（令和11）年度末までの資金不足を賄うため
2026（令和８）年４月１日使用分からの水道料金に
ついて12.2％値上げすることとしました。

2029（令和11）年度末までに見込まれている約20億円の資金不
足をすべて水道料金の改定で賄う場合、12.8％の改定が必要にな
ります。改定率を抑制するため一般会計から9,750万円の出資を行
うことで改定率を0.6％圧縮し12.2％としました。

下水道事業では2031（令和13）年度には資金不足が生じる見通しであり、将来の経営は楽観できる状況には
ないものの、物価高騰など厳しい社会・経済状況を考慮し、下水道使用料の改定は行わないこととしました。

水道事業は、水を使用した方にご負担いただいている水道料金によって賄われています。しかし、近年の人
口減少等により水道使用量が減り、料金収入の減少傾向が続いています。このまま料金改定をしない場合、
2029（令和11）年度末には約20億円の資金不足が生じる見込みです。

３０㎥２５㎥２０㎥１５㎥１０㎥５㎥使用水量

6,1765,1144,0522,9911,9291,466現行料金

6,9295,7384,5473,3562,1641,645新料金

753624495365235179値上げ

1か月あたりの家事用水道料金の現行料金と改定後の比較（税込 単位：円）

水道料金改定が必要な理由

水道料金改定の内容
１ 水道料金を１２.２％値上げ

２ 負担軽減のため改定率を抑制

３ 下水道使用料の改定は行いません

約20億円の資金不足
資金不足を解消するために料金改定が必要

支出

収入

経常的支出
１１０億円

企業債償還金５５億円

建設改良費
１５８億円

現行の水道料金
154億円

その他
48億円

国庫補助金１１億円

企業債
90億円

水道事業の収支見通し（令和８～１１年度）

料金表と使用水量ごとの比較表は裏面をご覧ください。

上下水道事業は皆様の上下水道料金により支えられています

改定分の料金

約18億7,400万円

本来の改定率 12.8％

実際の改定率 12.2％

出資金
9,750万円

▲0.6％
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現行 水道料金（1か月分 税込） 新 水道料金（1か月分 税込）

従量料金
（1㎥につき）

基本料金（1か月につき）メーター
の口径

用途別
料金基本水量

8㎥まで12.87円
1,402円－－家事用

9㎥から212.33円

基本水量を
超える分
302.98円

1,701円

8㎥まで

13㎜

業務用

2,255円20㎜

3,405円25㎜

9,517円40㎜

22,820円50㎜

38,088円75㎜

59,045円100㎜

121,411円150㎜

171,680円200㎜

基本水量を
超える分
40.75円

2,428円80㎥まで－浴場用

1㎥につき568.21円臨時用

従量料金
（1㎥につき）

基本料金（1か月につき）メーター
の口径

用途別

料金基本水量

8㎥まで14.44円
1,573円－－家事用

9㎥から238.23円

基本水量を
超える分
339.94円

1,909円

8㎥まで

13㎜

業務用

2,530円20㎜

3,820円25㎜

10,678円40㎜

25,604円50㎜

42,735円75㎜

66,248円100㎜

136,223円150㎜

192,625円200㎜

基本水量を
超える分
45.72円

2,724円80㎥まで－浴場用

1㎥につき637.53円臨時用

1か月の使用水量30㎥まで（税込み 単位：円） 2か月の使用水量30㎥まで（税込み 単位：円）

値上げ新料金現行料金
水量
㎥

値上げ新料金現行料金
水量
㎥

3913,5943,203161731,5871,4141

4173,8323,415171741,6011,4272

4424,0703,628181761,6161,4403

4694,3093,840191771,6301,4534

4954,5474,052201791,6451,4665

5204,7854,265211801,6591,4796

5465,0234,477221821,6741,4927

5725,2614,689231841,6881,5048

5985,5004,902242091,9261,7179

6245,7385,114252352,1641,92910

6505,9765,326262622,4032,14111

6756,2145,539272872,6412,35412

7026,4535,751283132,8792,56613

7286,6915,963293393,1172,77814

7536,9296,176303653,3562,99115

値上げ新料金現行料金
水量
㎥

値上げ新料金現行料金
水量
㎥

3683,3773,009163443,1602,8161

3933,6153,222173453,1742,8292

4193,8533,434183473,1892,8423

4454,0913,646193483,2032,8554

4704,3293,859203503,2182,8685

4974,5684,071213513,2322,8816

5234,8064,283223533,2472,8947

5485,0444,496233553,2612,9068

5745,2824,708243563,2752,9199

6015,5214,920253583,2902,93210

6265,7595,133263593,3042,94511

6525,9975,345273613,3192,95812

6786,2355,557283623,3332,97113

7046,4745,770293643,3482,98414

7306,7125,982303653,3622,99715

上下水道事業は主に皆様の上下水道料金により⽀えられています。市⺠生活に⽋かせない上下水道を将来に
わたって維持していくために皆様にはご負担をお願いすることになりますが、引き続き上下水道事業へのご理
解とご協力をお願いします。

令和8年2月及び3月検針分の水道基本料金を免除します。
※釧路町内で水道をご使用の方は減免対象外となります。

さまざまな物価が高騰し、影響を受けている生活者や事業者に対する支援事業として、国の「重点支援地方交

付金」を活用し、家事用及び事業用（公共機関等を除く）の令和８年２月及び３月検針分の水道基本料金を免除

します。なお、申請手続き等は必要ありません。

令和８年４月１日以降の水道料金表

家事用水道料金比較表 ※業務用・浴場用の水道料金比較表は市ホームページをご覧ください

【お問い合わせ先】

上下水道料金について 〇上下水道料金お客様サービスセンター ℡ 0154-43-2161
受付時間 午前8時30分〜午後5時20分(日曜日・祝日を除く）

水道基本料金免除について 《釧路市内で水道をご使用の方は》
〇釧路市上下水道部総務課総務係 ℡ 0154-43-216４

受付時間 午前8時50分〜午後5時20分(土曜日・日曜日・祝日を除く）
《釧路町内で水道をご使用の方は》
〇釧路町役場水道課業務係 ℡ 0154-62-2190
受付時間 午前8時45分〜午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)


